
 

 

令和５年度 大阪府相談支援従事者専門コース別研修 地域移行・地域定着支援コース実施要領  

 

 

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、研修が中止となる可能性や、研修の時間や内容等が変更となる可能性がございます。 

その際は、申込み時の連絡先や受講決定通知、ホームページ等にて連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   〒558-0001 大阪市住吉区大領 3 丁目 2 番 36 号 

大阪府障がい者自立相談支援センター 地域支援課 「地域移行・地域定着支援コース」 担当 

                    《電 話》  06-6692-5261     《ﾌｧｸｼﾐﾘ》 06-6692-5340 

 

１．研修の目的等 

本研修は、地域の障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合

的かつ適切な利用支援等の援助技術を習得することにより、相談支援に従事する人の資質の向上を図ることを目的として、厚生労働省

が定める相談支援従事者研修事業実施要綱に基づき、相談支援専門員を対象に実施するものです。 

本研修の修了は、相談支援専門員として従事するために必須ではありません。 

 なお、本研修は、平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い新設された計画相談支援費の「精神障害者支援体制加算」の対

象と位置づけられる「精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」のうち、「その他これに準ずるものとして都道府県

知事が認める研修」となります。また、「地域移行支援サービス費（Ⅰ）」を算定する要件の１つである、「精神障害者地域移行・地域定

着支援関係者研修」を修了したものとみなします。全日程修了された方のみが対象となりますのでご注意ください。 

 

 

２．研修対象者（①から③全てに該当すること） 

①相談支援専門員である方 

②大阪府内（政令市・中核市含む）の相談支援事業所もしくは基幹相談支援センターに勤務し、相談支援業務に従事している方 

③現に精神障がいのある方への相談支援をしている方 

 

３．定員   80 人 

 

４．研修内容 

大阪府での取組みをはじめ、医療機関や地域におけるこれまでの支援の実際や課題等について共有し、ピアサポーターをはじめ当事者の

方と協働した退院促進や地域生活支援の現状について理解を深めながら、地域移行・地域定着支援の視点について学ぶ。また、精神障

がいの障がい特性に関する概論や支援方法等、業務を進める上で必要とされる基本的な知識を習得するとともに、地域移行・地域定着

支援の流れに関する講義や地域移行支援計画作成等の演習を通じて、実務に関わるスキルアップを図る内容を予定している。 

この研修は、 

指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 24 年厚生労働省告示第 225 号） 

指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 24 年厚生労働省告示第 226 号） 

指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 24 年厚生労働省告示第 227 号） 

に規定する厚生労働大臣が定めるもの（以下「相談支援専門員」といいます）を対象に、相談支援従事者研修事業実施要綱に基

づき、大阪府が実施する専門コース別研修です。 

 



 

 

 

 

 

 相談支援従事者専門コース別研修  地域移行・地域定着支援コース 内容(時間） ※目安 

講義 

（Zoom によるオンライ

ン講義） 

300 分 

「受講ガイダンス」                                          15 分 

「精神障がいについての基本的な理解と支援」                         90 分 

「長期入院精神障がい者地域移行支援における大阪府の取り組み」           45 分 

「精神科訪問看護における地域連携」                                    90 分 

「地域移行・地域定着に向けた取り組みについて」                         60 分 

講義・演習 

（会場で受講） 

350 分 

※要事前課題作成 

演習日提出（6/14） 

【講義】「退院促進ピアサポーター事業の取り組みと今後の課題」              70 分 

【講義】「ピアサポーターの活動について」                             20 分 

【講義】「地域相談支援の制度について」                            60 分 

 

【演習】「地域移行支援の基本的な進め方について」                    200 分 

   

５．日程等 

  ●講義   令和 5 年 5 月 30 日（火）午前 10 時 00 分から午後 4 時 45 分（予定） 

           ※講義受講における注意事項 

           ・受講方法の詳細につきましては、受講決定者へお送りする受講決定通知書でお伝えいたします。 

・講義への出席に必要なインターネット環境や端末等につきましては、受講者様ご自身で準備していただきますようお願い 

いたします。 

・通信料等受講にかかる費用につきましては、受講者様ご自身でご負担いただきますようお願いいたします。 

 

●演習 日時 令和 5 年６月 14 日（水） 午前 11 時 00 分から午後 6 時 30 分（予定） 

         会場  天王寺区民センター ホール 

              〒543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町 7-57 

            ※演習における注意事項 

            ・演習には事前課題が必要です。作成し提出していただけない方には修了証書をお渡し出来ません。 

            ・事前課題の内容、記入様式等詳細については後日当センターHP にてお知らせします。 

 

6．資料代    500 円（6 月 14 日（水） 演習受付時に徴収）  ※現金のみの取扱いとなります 

 

7．申込み手続 

    インターネットでの受講申込み受付となります。 

申込み受付期間は令和 5 年 4 月 21 日（金）午前 10 時から 4 月 28 日（金）午後５時までです。   

大阪府障がい者自立相談支援センターのホームページにある地域移行・地域定着支援コースの「受講申込みはこちら」をクリックして

必要事項を入力してお申込みください。（http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/ikusei/index.html） 

       ※研修受講にあたり、手話通訳等の配慮を必要とする方は、申込時に必要事項を入力の上、申込んでください。 

 

8．受講者の決定及び通知 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/ikusei/index.html


 

 

・申込みのあった人についての受講決定等の連絡（受講決定通知）は、５月中旬頃に本府行政オンラインシステムにて通知書を交

付する予定です（郵送によるご案内はいたしませんのでご注意ください）。 

   ・申込みが定員を上回る場合、以下の順にて受講決定をいたします。 

① 令和 4 年度に当センターで実施した同研修に申込み、受講不可となった事業所の方で１事業所につき１名 

② 令和元年度～令和 4 年度に当センターで実施した同研修を受講していない事業所の方で１事業所につき１名 

③ ①、②を優先した上でなお定員を上回る場合は、申込みの到着順にて受講を決定します。 

 ９．修了証書                                    

(1) 研修を全日程修了した方には、修了証書を交付します。 

(2) 10 分以上の遅刻や早退、途中退席をされた場合は欠席とみなします。また、研修事務局が、受講態度が著しく不良（携帯電話

を長時間使用している、居眠りをしている等）であるとみなした場合も欠席とみなし、修了証書は交付できません。  

(3) 受講申込に虚偽の内容を入力して受講した場合については、遡って取り消す場合があります。 

  

10.個人情報の取扱いについて  

 ・本研修で知り得た個人情報については、研修の実施において必要な範囲で用いることとします。 

 ・本研修受講修了者の情報については、所管する大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課に情報共有いたします。 

 ・研修受講者の所属事業所・氏名・相談支援専門員の経験年数については研修の実施に当たり講師及びファシリテーターへ情報提供

いたしますので、予めご了承ください。 

 

11．新型コロナウイルス感染症対策へのご協力について 

  ・研修受講に際しては事前の体温チェック、マスク着用、手洗いなどの対策にご協力いただきますようお願いいたします。 

  ・発熱や咳、咽頭痛などの症状があるなど体調が悪い方は、研修参加をお断りする場合があります。 

    ※新型コロナウイルス感染症の状況により、お願いする感染症対策の内容については変更する場合がございます。 

 

12.その他 

（１）演習当日の午前 8 時の時点で大阪府内全域において、「大雨警報」「暴風警報」「特別警報」のいずれかが発令中の場合中止と

します。またこの場合、中止決定から１時間以内に大阪府障がい者自立相談支援センターホームページ（下記URL参照）に掲

載しますので、ご確認ください。なお、別途開催が可能となった場合は後日、ご連絡いたします。 

（２）研修の受講にあたっては、受講決定通知書が必要です。研修会場へのアクセスについては、受講決定通知書でご案内します（会

場への問い合わせはご遠慮ください）。研修会場への来場にあたっては、公共交通機関の利用をお勧めいたします。 

 (３) 本研修は、上に記載のとおり「精神障害者支援体制加算」の対象と位置づけられる「その他これに準ずるものとして都道府県知事が

認める研修」であり、「地域移行支援サービス費（Ⅰ）」を算定する要件の１つである、「精神障害者地域移行・地域定着支援関

係者研修」にも位置づけられます。本研修を修了した方については、事業所所在の市町村に受講申込書の本人氏名、所属法人、

事業所名について情報提供することをご了承ください。 

(４) 演習の事前課題につきましては 5 月下旬頃、当センターホームページ（下記URL参照）に掲載する予定です。なお、先に記

載のとおり事前課題の提出がない場合、研修修了と認められませんのでご注意ください。 

 

 

 ※大阪府障がい者自立相談支援センターホームページ： 

     http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/ikusei/index.html 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/ikusei/index.html

